
１　総括
（１）人件費の状況（普通会計決算）

Ａ Ｂ Ｂ/Ａ

（注）　人件費には，特別職に支給される給料，報酬等を含む。

（2）職員給与費の状況（普通会計予算）

（注）１．職員手当とは，退職手当は含まない。
　　　２．職員及び給与費は，一般会計に基づいたものであり国保等の特別会計及び水道事業会計は含まない。

（３）特記事項
なし

（４）ラスパイレス指数の状況（平成22年4月1日現在）

（注）　１　ラスパイレス指数とは，国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数である。
　　　　２　類似団体平均とは，人口規模，産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均したものである。

（注）ラスパイレス指数とは，国家公務員の給与水準を100とした場合の地方公務員の
　　　給与水準を示す指数である

94.2 95.1

類似団体 全国町村平均
84.2 93.2 93.7平成17年

平成22年

瀬戸内町

90.2

193 729,070

給　　　　　与　　　　　費

77,593 255,725 1,062,388

給　　料 職員手当
千円 千円

5,50521年度
千円 千円 千円

区  分
期末・勤勉手当 　　　　計　　　Ｂ

一人当たり給与費
Ｂ/Ａ

職員数
Ａ

21年度
千円

284,205
千円

8,195,946
％

22.59

住民基本台帳人口
（21年度末）

％
19.91

人
10,110

千円
1,631,980

瀬戸内町の給与・定員管理等について

区   分
歳出額 実質収支 人件費 人件費率 （参考）

20年度の人件費

(参考）類似団体
一人当たりの給与費

千円
5686

Ｈ17
84.2

Ｈ17
93.2

Ｈ17
93.7

Ｈ22
90.2

Ｈ22
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Ｈ22
95.1
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２　一般行政職給料表の状況（平成２２年４月１日現在）

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級

135,600 185,800 222,900 261,900 289,200 320,600

243,700 309,400 356,600 390,500 403,000 425,100

（単位：円）

（注）　給料月額は、給与抑制措置を行う前のものである

１号級の
給料月額

最高号級の
給料月額



３　職員の平均給与月額，初任給等の状況
（１）　職員の平均年齢，平均給料月額及び平均給与月額の状況 （平成22年4月1日現在）

① 一般行政職

② 技能労務職 (注）該当なし

※
※
※

③ 税務職

④ 福祉職

⑤ 看護・保健職

（２）職員の初任給の状況（平成22年４月１日現在）

区　　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 平均給与月額

うち用務員 **** - *****

Ｃ/Ｄ

395,666 円 ー
316,947 円 359,002 円 342,675 円

平均給与月額
平均給与月額

(国ベース）

－

316,878 円 347,197 円 345,628 円
339,950 円 424,247 円 381,330 円
325,579 円

大学卒
高校卒

一般行政職

平均給料月額

類似団体 43.0 歳

類似団体 41.6 歳

平均年齢

46.3 歳
43.7 歳
41.9 歳

区　　　分

瀬戸内町
都道府県

国

329,061円
都道府県 44.0 歳 338,579円 420,652円 381,253円
瀬戸内町 46.0 歳 310,500円 343,915円

ー
類似団体 41.1 歳 305,832円 366,741円 330,228円

国 42.7 歳 375,438円 445,250円

平均給与月額

瀬戸内町 54.0 歳 390,200円 405,755円 404,855円

区　　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

390,496円
国 40.2 歳 320,702円 363,932円 ー

都道府県 44.1 歳 352,258円 438,949円

305,515円類似団体 42.0 歳 297,589円 314,935円

ー348,250円

区　　　分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

瀬戸内町 44.3 歳 282,900円 325,872円
都道府県 40.5 歳 319,687円 394,938円

国 45.5 歳 318,285円
295,998円 333,651円 304,654円

区　　　　　分 瀬戸内町 鹿児島県 国

133,100円 － －

172,200円 －
140,100円 －

121,600円 － －
技能労務職

高校卒
中学卒

－

354,934円

平均給与月額

303,900円

年収ベース(試算値）の比較

瀬戸内町 **** *****

公務員
（Ｃ）

民間
（Ｄ）

区　　　分

参　　　　考

期末・勤勉手当，民間においては前年に支給された年間賞与の額を加えた試算値である。

民間データは，賃金構造基本統計調査において公表されているデータを使用している。
技能労務職の職種と民間の職種との比較に当たり，年齢，業務内容，雇用形態等の点において完全に一致しているものではない。

 年収ベースの「公務員（Ｃ）」及び「民間（Ｄ）」のデータは，それぞれ平均給与月額を12倍にしたものに，公務員においては前年度に支給された

***** ***** *****
-

うち用務員 **** 人

国 49.3 歳 3955人
- - -
- - - -

- - -

-

民　　　間 参　　考

-
- - -
- - -

対応する民
間

平均年齢
平均給与月

額
Ａ/Ｂ

-

瀬戸内町 **** 人 *****

類似団体 49.8 歳 10人 280,885円

区　　　分 平均給与月額
（国ベース）

*****

364,759円387,402円都道府県 49.3 歳 19550人 331,561円

平均給与月額

-
291,522円

公務員

299,603円
322,291円

*****

平均年齢 職員数

284,514円

平均給料月額



（３）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成22年4月1日現在）
区　　　　　分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年

大学卒 228,000円 298,000円
高校卒 219,600円 273,800円 298,200円

技能労務職
高校卒 - -
中学卒 - - -

一般行政職

-

341,700円



４　一般行政職の級別職員数等の状況
（１）一般行政の級別職員数の状況（平成20年４月１日現在）

(注） １　瀬戸内町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

２　標準的な職務内容とは，それぞれの級に該当する代表的な職務である。

（2)昇給への勤務成績の反映状況

勤務成績を５段階にわけ，下記の表のとおり反映させている。

※特定職員とは行政職給料表６級以上の職員

3 2 1 0

6 3 2
3 2 1
6 4 2

４以上

Ｅ
良好でない

８以上
４以上
８以上

0
0
0

Ａ
極めて良好

Ｂ
特に良好

Ｃ
良好

Ｄ
やや良好

でない

区　　分 標準的な職務内容 職員数 構成比

６級
総務課長，高度の知識又は経験を必要と
する課長,議会事務局長,各委員会の事務
局長,参事の職務

15 9.7

５級
高度の知識又は経験を必要とする課長
補佐,次長,館長の職務 28 18.1

４級 係長,主幹の職務 46 29.7

３級 主任，主査の職務 45 29.0

13 8.4２級
高度の知識又は経験を必要とする主事,
技師の職務

一般職員
〃　　（55歳以上）
特定職員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昇給基準
昇給区分

制度完成時
平成２３年　１月～

１級 主事補，技師補の職務

〃　　（55歳以上）

5.18

昇
給
抑
制
期
間

特定職員
〃　　（55歳以上）
一般職員
〃　　（55歳以上）

一般職員
〃　　（55歳以上）

特定職員
〃　　（55歳以上）

1級5.10% 1級6.20%
1級1.60%

2級8.40% 2級9.30%

2級6.60%

3級29.00%

3級39.50%

3級4.40%

4級29.70%

4級31.80%

4級21.00%

5級18.10%

5級4.70%

5級14.40%

6級9.70% 6級8.50%

6級36.50%

7級 7級

7級9.40%

8級 8級
8級6.10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成22年度構成比 1年前構成比 5年前構成比



５　職員の手当の状況
（１）期末手当・勤勉手当

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当

　月分 　月分 　月分 　月分 　月分 　月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（注）　（　　　)内は，再任用職員に係る支給割合です。

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職）

（２）退職手当（平成22年4月1日現在）

（ 支給率） 自己都合 勧奨・定年 （ 支給率） 自己都合 勧奨・定年

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（ 退職時特別昇給 無 ） （ （2％～20％加算）

1人当たりの平均支給額

2.75

1.50 1.5

59.28

59.28

23.50

33.50

59.28 59.28 59.28

23192千円

23.50

33.50

47.50

職制上の段階，職務の級等による加算措置
・役職加算　　　5％～20％
・管理職加算　10％

41.34

国

47.50

30.55

41.34

59.28

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階，職務の級等による加算措置
・役職加算　　　5％～20％
・管理職加算　10％～25％

瀬　戸　内　町

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の86以上100分の145以下(第84条に規定する条例第18条の2第1項に
規定する規則で定める職にある職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては，
100分の111以上100分の185以下)(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の78.5以上100分の86未満(特定幹部職
員にあっては，100分の101以上100分の111未満)
(3)　勤務成績が良好な職員　100分の71(特定幹部職員にあっては，100分の101以上100分の111未満)
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の71未満(特定幹部職員にあっては，100分の 91未満)

瀬戸内町

（平成21年度支給割合）

1.5 0.7

一人当たりの平均支給額（平成21年度）

1,327千円  

1.342.75

鹿児島県

（平成21年度支給割合）

国

（平成21年度支給割合）

0.7

1.402.75

一人当たりの平均支給額（平成21年度）

1,625千円  

0.7

1.40

32.76

（加算措置の状況）

職制上の段階，職務の級等による加算措置
・役職加算　3％～7％



（３）地域手当

支給対象なし

（４）特殊勤務手当（平成22年4月1日現在）

左記職員に対する支給単価主な支給対象業務

6,878千円  

伝染病防疫作業に従事

病害虫防疫作業に従事

日額 150円

日額 200円

月額 5,000円

月額 80,000円

一匹 100円

月額 9,000円

月額 6,000円

月額 6,000円

月額 3,000円

日額 300円

日額 350円

3,000円

地籍業務 財産管理課 地籍業務に従事 月額 3,000円

夜間看護業務 へき診療所 夜間看護業務に従事 月額

300,000円

指導主事 教育委員会 学校における教育に関する事務に従事
鹿児島県学校職員の給
与に関する

医療従事医師 医師 医療に従事 月額

オニヒトデ駆除 商水観光課 オニヒトデ駆除に従事

保健師 保健指導業務に従事保健指導業務

診療介助業務 へき診療所 診療介助業務に従事

野犬処理業務 生活環境課 野犬捕獲及びやく殺犬処理に従事

衛生センター勤務 衛生センター 衛生センターに勤務

道路維持車両運転 建設課 道路維持作業車両運転に従事

ハブ咬傷危険ある作業に従事

家畜医療 獣医師 家畜医療に従事

病害虫防疫作業 農林課

ハブ取扱危険 生活環境課

伝染病防疫作業 生活環境課

支給実績（21年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（21年度決算）

手当の種類（手当数）

手当の名称 主な支給対象職員

17.90%

税徴収事務 徴収対策課 税の徴収に関する事務に従事

15

支給職員1人当たり平均支給年額（21年度決算） 181千円  



（５）時間外勤務手当

（５）その他の手当（平成21年4月1日現在）

238 千円

・配偶者１３,０００円
・扶養（配偶者を除く）２人目まで6,500円
・３人目以降１人につき５,０００円
・配偶者なし1人　11,000円
・特定期間の加算　5,000円

扶養手当 同 37,759 千円 

16,076 千円

国の制度
との異同

国の制度と
異なる内容

189 千円住居手当

平均年支給額

自ら居住するための住宅を借り受
け，現に当該住宅に居住し，月額
12,000円を超える家賃を支払ってい
る職員

2,239 千円

6,425 千円

徒歩により通勤するものとした場合の
通勤距離が片道2ｋｍ以上あること運
賃等相当額が55,000円以下について
は運賃相当額（交通機関等利用）

通勤手当 同

同

定額月16,000円 異 課局長のみ  千円管理職手当

支給実績（20年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（21年度決算）

65 千円

 千円

（21年度決算）
内容及び支給単価手当名

支給職員1人当たり

支給実績（21年度決算） 4,549 千円

21 千円

支給実績
（21年度決算）

職員１人当たり平均支給年額（21年度決算） 29 千円



6　特別職の報酬等の状況（平成22年4月1日現在）

(参考）類似団体における最高/最低額

円 ／ 円

円 ／ 円

円 ／ 円

円 ／ 円

円 ／ 円

円 ／ 円

（算定方式）

　月額給料×勤続期間×500/100

　月額給料×勤続期間×280/100

（1期の手当額）

13,620 千円

（支給時期）

任期毎

区　　　　　分

町 長

報

酬

退
職
手
当

議 長

議 員

期
末
手
当

681,000     円                    

  (         円     )              

312,000     円                    

給　　　　　料　　　　　月　　　　　額　　　　　等

896,000 480,000

689,000 470,200

246,000     円                    

  (     646,000    円     )              

554,000     円                    

  (     526,000    円     )              

町 長

副 町 長

議 長

　　　　（平成21年度支給割合）

3.1月分              

　　　　（平成21年度支給割合）

町 長

副 議 長

議 員

副 町 長

副 議 長 268,000     円                    

副 町 長

給

料

3.1月分              

6,204 千円 任期毎

320,000 155,000

408,000 240,000

340,000 176,000



7　職員数の状況
（１）部門別職員数の状況と主な増減理由

［ ］ ［ ］ ［ ］

（注）　１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　　２　[　　　　]内は，条例定数の合計である。

（２）年齢別職員構成の状況（平成22年４月１日現在）

一般行政職

　　　　　　　　　　　　　　　区　分
部　門

議 会

総 務

税 務

平成21年

職　　　　　員　　　　　数

3

対前年

増減数

（類似団体の人口1万人当たり職員数　　81.11　人）

業務内容の充実

△ 7 <参考>

人口１万人当たり職員数　　　　　115人

0

1

0

人口１万人当たり職員数　　　　　196.3人

0

△ 4

△ 3

△ 1

△ 1

（類似団体の人口1万人当たり職員数　103.29人）

△ 8 <参考>

水 道

計

教育部門

消防部門

小　　　計

民 生

２４歳

小　　計 27

258

合　　　　　計

病 院

～ ～ ～

２８歳

6 7

４４歳

４７歳

～

△ 1

△ 128

258 0

４０歳３２歳 ３６歳

人

～

４３歳

0

人

２７歳

0

人

区　分
２０歳 ２０歳

～

未満 ２３歳

4 18 15

３１歳 ３５歳 ３９歳

<参考>213 222 △ 9

５５歳 以上
計～

６０歳４８歳

～

人

～

５９歳

人口１万人当たり職員数　　　　　209人

５６歳

～

５２歳

５１歳

155019

人 人人 人 人
職員数

26 26

人 人 人

0 26 21

人

交 通

そ の 他

平成22年

34

13

18

1

8

12

22

156

土 木

衛 生

農 林 水 産

商 工

一
般
行
政
部
門

30

3

33

13

18

33

33

22

29

30

7 8

186

1

8

12

31

194

0

163

主な増減理由

業務内容の充実

事務統廃合による減

事務統廃合による減

業務内容の充実

普
通
会
計
部
門

　
　
会
計
部
門

公
営
企
業
等

0%

5%

10%

15%

20%

25%

20
歳

未
満

20
-2

3

24
-2

7

28
-3

1

32
-3

5

36
-3

9

40
-4

3

44
-4

7

48
-5

1

52
-5

5

56
-5

9

60
歳

以
上

構成比

5年前構成比



8　公営企業職員の状況
（１）水道事業
①職員の給与費の状況
　ア　決算

Ａ Ｂ Ｂ/Ａ

（注）１．職員手当とは，退職手当は含まない。
　　　２．職員数は，22年3月31日現在の人数である

イ　特記事項

②職員の基本給，平均月収額及び平均年齢の状況（平成22年4月1日現在）

（注）平均月収額には，期末・勤勉手当等を含む。

③職員の手当の状況
ア　期末手当・勤勉手当

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当
月分 月分 月分 月分

（ ）月分 （ ）月分 （ ）月分 （ ）月分

（注）　（　　）内は，再任用職員に係る支給割合である。
イ　退職手当（平成22年4月1日現在）

（ 支給率） 自己都合 勧奨・定年 （ 支給率） 自己都合 勧奨・定年
勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分
勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分
勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分
最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分
その他の加算措置 その他の加算措置

（ 退職時特別昇給 無 ） （ 退職時特別昇給 無 ）
1人当たりの平均支給額 1人当たりの平均支給額

（注）　退職手当の1人当たりの平均支給額は，20年度に退職した職員に支給された平均額である。

ウ　地域手当
支給なし

エ　特殊勤務手当　（平成22年4月1日現在）

オ　時間外勤務手当

23192千円

1.342.75 2.75 1.34

59.28 59.28 59.28 59.28
47.5 59.28 47.5 59.28

平均年齢 基本給 平均月収額

41.34 33.5

438,829 円
366,719 円

（参考）
19年度の人件費

人
10,110

千円
43,352

％
31.7

住民基本台帳人口

（21年度末）

150,64221年度

区   分

千円 ％
28.8%

千円
5,725

期末・勤勉手当 　　　　計　　　Ｂ
給　　　　　与　　　　　費 一人当たり給与費

Ｂ/Ａ職員手当
職員数

Ａ 給　　料

5,419
人 千円 千円 千円
8 28,644 4,504 10,204 43,352

千円 千円

瀬戸内町(一般行政）

546,495 円

瀬戸内町

299,712 円

（21年度支給割合）

1人当たりの平均支給額（平成21年度）
1,327  千円

（21年度支給割合）
1,592  千円

21年度

区　　　　分

1人当たりの平均支給額（平成21年度）

33.5

（加算措置の状況）
職制上の段階，職務の級等による加算措置
・役職加算　3％～7％

瀬戸内町
市町村

43.3 歳
45.6歳

50%
手当の種類（手当数）

（加算措置の状況）
職制上の段階，職務の級等による加算措置
・役職加算　3％～7％

瀬　戸　内　町

23.5 32.76 23.5 32.76
41.34

支給実績（21年度決算） 478 千円
職員１人当たり平均支給年額（21年度決算） 59 千円
支給実績（20年度決算） 476 千円
職員１人当たり平均支給年額（20年度決算） 52 千円

職員全体に占める手当支給職員の割合（21年度決算）

水道業務 水道課
手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務

水道業務に従事

支給実績（21年度決算） 144 千円
支給職員1人当たり平均支給年額（21年度決算） 36 千円

月額 3,000円

1
左記職員に対する支給単価

瀬戸内町(一般行政）

人件費 人件費率

1.5 1.50.70 0.70

歳出額 実質収支

区  分



カ　その他の手当（平成22年4月1日現在）

2,049 千円 

547 千円 273 千円

管理職手当 定額月16,000円 異 課長のみ

通勤手当

徒歩により通勤するものとした場合の
通勤距離が片道2ｋｍ以上あること運
賃等相当額が55,000円以下について
は運賃相当額（交通機関等利用）

同

住居手当

自ら居住するための住宅を借り受
け，現に当該住宅に居住し，月額
12,000円を超える家賃を支払ってい
る職員

同

内容及び支給単価 （21年度決算）

扶養手当

・配偶者１３,０００円
・扶養（配偶者を除く）２人目まで6,500円

・３人目以降１人につき５,０００円
・配偶者なし1人　11,000円
・特定期間の加算　5,000円

同

手当名
（21年度決算）

292 千円

国の制度と
異なる内容

支給実績 支給職員1人当たり
平均年支給額

国の制度
との異同


